
警報発令時の対応について

京丹後市立吉野小学校

波浪・高潮警報を除く警報発令時の対応については、

原則以下のようにさせていただきます。

１ 午前７時現在、京都府北部・丹後に警報が発令されて

いる場合には、自宅待機とする。

２ 午前７時を過ぎ、午前８時３０分までに警報が発令さ

れた場合も、自宅待機とし、すでに登校中の児童には、

学校が安全に帰宅及び自宅待機ができるように指示をす

る。

３ 午前８時３０分までに警報が解除になった場合には、

、 。学校の判断により 始業時間を決定して授業を実施する

４ 午前８時３０分現在、警報が継続する場合には午前中

休校とし、給食は行わない。

５ 午前８時３０分から午前１０時３０分の間に警報が解

除された場合は、午後の授業を実施する。始業時間は学

校の判断により決定する。

６ 午前１０時３０分に警報が解除にならない場合には、

午後も休校とする。

７ 授業の途中で警報が発令され、下校させる場合は一斉

下校とする。

（警報に関連する学校からの指示については、各地区の

防災無線を利用させていただきます ）。


